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令和元年台風第19号に伴う災害による被災者の「公害健康被害の補償等に関する法 

律」、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」、「石綿

による健康被害の救済に関する法律」等に係る公費負担医療等の取扱いについて 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記令和元年台風第19号に伴う災害による被災者の「公害健康被害の補償

等に関する法律」、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置

法」、「石綿による健康被害の救済に関する法律」等に係る公費負担医療等の取扱

いについて、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

 令和元年台風第19号に伴う災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いにつき

ましては、令和元年10月15日付 元長薬第691号等でお知らせしたところですが、今

般、公害健康被害、水俣病被害、石綿による健康被害などの公費負担医療等につき

ましても同様の取扱いとなるとの連絡がありました。 

つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知下さいます

よう、よろしくお願いいたします。 
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